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令和７年度第２０回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和８年１月２０日 

                     担当部・課：復興企画部地域振興課〔内線４２４７〕 

① 件  名 

 石巻市過疎地域持続的発展計画の策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

令和３年４月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（令和１２年度末までの時限

立法）が施行されたため、同法に基づき、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とし

て、令和３年１２月に石巻市過疎地域持続的発展計画を策定した。 

現計画は令和７年度末で期限を迎えることから、本計画に基づく各種事業を継続するため、令和

８年度から令和１２年度までの次期計画を策定する必要がある。 

【目的】 

  同法に基づき、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源

等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、新たに次期計画を策定するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

  基本計画 第５編 地区別将来展望 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和７年   ７月 宮城県担当者会議 

９～１０月 庁内各課へ次期計画の素案を照会 

      １１月 宮城県ヒアリング 

   １２月 宮城県と計画策定に関する協議 

 宮城県同意 

⑤ 主な内容 

石巻市過疎地域持続的発展計画を新たに策定する。 

【対象地区】 

 河北地区、雄勝地区、桃生地区、北上地区、牡鹿地区 

【計画期間】 

 令和８年度～令和１２年度（５年間） 

【計画書の構成】 

 １ 基本的な事項 

 （1）市の概況 （2）人口及び産業の推移と動向 （3）行財政の状況 

 （4）地域の持続的発展の基本方針 （5）地域の持続的発展のための基本目標 

（6）計画の達成状況の評価に関する事項 （7）計画期間  

（8）公共施設等総合管理計画との整合 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

３ 産業の振興 

４ 地域における情報化 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

６ 生活環境の整備 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

８ 医療の確保 

９ 教育の振興 

１０ 集落の整備 

１１ 地域文化の振興等 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

１３ 事業計画 過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

(1)現況と問題点 

(2)その対策 

(3)計画 

(4)公共施設等総合

管理計画等との整

合をそれぞれに記

載 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

過疎地域の持続的発展に係る事業を総合的かつ計画的に推進することが可能になるとともに、過疎

対策事業債（充当率１００％、交付税７０％算入）の活用が可能となる。 

※ 合併後の過疎対策事業債活用額（令和６年度まで）：６，４５３，２００千円 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

県内全過疎市町（６市１０町）の策定状況 

［令和７年第４回定例会で策定済］気仙沼市、東松島市、七ヶ宿町 

［令和８年第１回定例会で策定予定］石巻市、登米市、栗原市、大崎市、川崎町、丸森町、山元町、 

松島町、大郷町、加美町、涌谷町、美里町、南三陸町 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市過疎地域持続的発展計画の策定について提案 

３月 国及び県へ計画書を提出 

⑨ その他 

 

 


